
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

火 曜 日

号
外
第
二
十
一
号

　

令
和
二
年

三
月
三
十
一
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関
の
設
置	

一

○
公
印
の
作
成	

一

　
　
　
　

訓　
　
　

令

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

○
山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

○
職
員
の
兼
職
及
び
補
職
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

三

○
山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

四

○
出
先
機
関
庁
舎
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

六

○
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

六

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

六

○
山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

八

○
山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

九

○
山
梨
県
統
計
デ
ー
タ
バ
ン
ク
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令	

一
〇

　
　
　
　

そ　

の　

他

○
山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	
一
〇

○
山
梨
県
議
会
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	
一
〇

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
九
号

　

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
山
梨
県
条
例
第

十
一
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第

三
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
附
属
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

山
梨
県
地
方

税
制
等
検
討

会

本
県
に
ふ
さ
わ
し
い

税
制
の
構
築
を
図
る

た
め
の
課
税
自
主
権

の
活
用
等
に
係
る
審

議
に
関
す
る
事
務

九
人
以
内

一	　

学
識
経

験
の
あ
る

者
二　

税
理
士

三	　

経
済
団

体
の
役
職

員

令
和
二
年

四
月
一
日

か
ら
令
和
二

年
十
二
月

三
十
一
日
ま

で

総
務
部

税
務
課

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
号

　

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
山

梨
県
知
事
印
、
山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者
印
及
び
山
梨
県
印
を
当
該
各
号
の
と
お
り
作
成
し
、
令
和
二

年
四
月
一
日
か
ら
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

山
梨
県
知
事
印
（
第
五
）（
十
五　

障
害
者
相
談
所
用
）

　
　

印
影

二　

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者
印
（
第
二
）（
十
三　

障
害
者
相
談
所
用
）

　
　

印
影



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

二

三　

山
梨
県
印
（
第
四
）（
十
三　

障
害
者
相
談
所
用
）

　
　

印
影

　
　
　
　
　
　

訓　
　
　

令

山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	
長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
六
条
第
四
項
」
を
「
第
六
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
中
一
の
項
を
削
り
、
二
の
項
を
一
の
項
と
し
、
同
表
三
の
項
中
「
及
び
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
児
童
一
寮
支
援
課
及
び
児
童
二
寮
支
援
課
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
業
務
に
従
事
す
る
者
」
の
下

に
「
、
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

に
勤
務
す
る
職
員
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
二
の

項
と
し
、
同
表
中
四
の
項
を
三
の
項
と
し
、
五
の
項
を
四
の
項
と
し
、
六
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同
表

七
の
項
中
「
果
樹
・
六
次
産
業
振
興
課
」
を
「
販
売
・
輸
出
支
援
課
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項

と
し
、
同
表
中
八
の
項
を
七
の
項
と
し
、
同
表
九
の
項
中
「
及
び
東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
二
丁
目
」

を
削
り
、
同
項
を
同
表
八
の
項
と
し
、
同
表
中
十
の
項
を
九
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。十		　

美
術
館

　

、
考
古
博

　

物
館
及
び

　

四
週
間

に
つ
い
て

百
五
十
五

　

勤
務

時
間
の

割
振
り

　

一
時

間
と
し

、
そ
の

　

月
曜
日
（
こ
の
日
が
休
日
に
当
た
る
場
合

は
、
そ
の
翌
日
。
た
だ
し
、
四
月
二
十
九
日

か
ら
五
月
五
日
ま
で
の
日
が
月
曜
日
に
当
た

　

	

文
学
館
に

勤
務
す
る

職
員

時
間
（
た

だ
し
、
休

憩
時
間
を

除
く
。
）

は
、
館

長
が
定

め
る
。

割
振
り

は
、
館

長
が
定

め
る
。

る
場
合
は
、
館
長
が
四
週
間
ご
と
の
期
間
に

つ
い
て
定
め
る
月
曜
日
以
外
の
一
の
日
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
館
長
が

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
月
曜

日
以
外
の
四
の
日

十	

一　

博
物

館
に
勤
務

す
る
職
員

　

四
週
間

に
つ
い
て

百
五
十
五

時
間
（
た

だ
し
、
休

憩
時
間
を

除
く
。
）

　

勤
務

時
間
の

割
振
り

は
、
館

長
が
定

め
る
。

　

一
時

間
と
し

、
そ
の

割
振
り

は
、
館

長
が
定

め
る
。

　

火
曜
日
（
こ
の
日
が
休
日
に
当
た
る
場
合

は
、
そ
の
翌
日
。
た
だ
し
、
四
月
二
十
九
日

か
ら
五
月
五
日
ま
で
の
日
が
火
曜
日
に
当
た

る
場
合
は
、
館
長
が
四
週
間
ご
と
の
期
間
に

つ
い
て
定
め
る
火
曜
日
以
外
の
一
の
日
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
館
長
が

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
火
曜

日
以
外
の
四
の
日

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号

本

庁

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

　

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
を
除
き
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
含
む
。
以
下
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
部
部
長
の
款
中
「
次
長
、
技
監
」
を
「
技
監
、
地
域
力
強
化
推
進
監
、

次
長
、
文
化
振
興
監
」
に
、
「
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
所
長
、
総
合
理
工
学
研
究
機
構
総
長
、
富

士
山
科
学
研
究
所
長
、
宝
石
美
術
専
門
学
校
長
及
び
産
業
技
術
短
期
大
学
校
長
」
を
「
総
合
理
工
学
研

究
機
構
総
長
、
富
士
山
科
学
研
究
所
長
、
宝
石
美
術
専
門
学
校
長
、
産
業
技
術
短
期
大
学
校
長
、
富
士



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

三

山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
所
長
、
美
術
館
長
、
博
物
館
長
、
考
古
博
物
館
長
及
び
文
学
館
長
」
に
、
「
富

士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長
、
総
合
理
工
学
研
究
機
構
の
事
務
局
長
、
富
士
山
科
学
研
究
所
の

副
所
長
（
所
長
の
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
、
宝
石
美
術
専
門
学
校
の
事
務
局
長
又
は
産
業
技
術
短
期

大
学
校
の
事
務
局
長
」
を
「
総
合
理
工
学
研
究
機
構
の
事
務
局
長
、
富
士
山
科
学
研
究
所
の
副
所
長

（
所
長
の
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
、
宝
石
美
術
専
門
学
校
の
事
務
局
長
、
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の

事
務
局
長
、
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長
、
美
術
館
の
副
館
長
、
博
物
館
の
副
館
長
、
考
古

博
物
館
の
副
館
長
又
は
文
学
館
の
副
館
長
」
に
改
め
、
同
部
知
事
政
策
補
佐
官
、
理
事
（
部
又
は
局
に

配
置
さ
れ
た
理
事
を
除
く
。
）
又
は
会
計
管
理
者
の
款
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

知
事
秘
書
監

上
欄
の
者
と
同
一
の

グ
ル
ー
プ
に
所
属
す

る
そ
の
他
の
職
員

　

第
二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
部
局
長
の
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

局
長

課
長

上
欄
の
者
と
同
一
の
課
に
所
属
す
る
そ
の
他
の
職
員

政
策
参
事
、
政
策
調

査
監
、
広
聴
広
報
監

又
は
国
際
戦
略
監

上
欄
の
者
と
同
一
の
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
そ
の
他
の

職
員

局
に
配
置
さ
れ
た
理

事
、
技
監
、
リ
ニ
ア

推
進
監
、
次
長
、
富

士
山
火
山
防
災
監
、

参
事
、
副
参
事
、
政

策
主
幹
、
主
幹
、
防

災
対
策
専
門
監
、
リ

ニ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
推
進

監
又
は
政
策
企
画
監

局
に
置
か
れ
る
出
先

機
関
の
長
（
こ
こ
ろ

の
発
達
総
合
支
援
セ

上
欄
の
者
と
同
一
の
出
先
機
関
に
所
属
す
る
そ
の
他
の

職
員

ン
タ
ー
所
長
を
除
く

。
）

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
の
副

所
長

上
欄
の
者
と
同
一
の
出
先
機
関
に
所
属
す
る
そ
の
他
の

職
員

　

第
四
条
第
一
項
中
「
職
員
は
」
を
「
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

会
計
年
度
任
用
職
員
、
同
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職

員
及
び
同
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
員
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
二
号
中
「
課
長
補
佐
の
」
を
「
課
長
補
佐
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
中
「
お
よ
び
戸
締
り
等
」
を
「
、
戸
締
り
等
」
に
、
「
う
え
で
退
室
届
（
第
十
八
号
様

式
）
を
守
衛
又
は
当
直
勤
務
者
に
提
出
し
て
」
を
「
上
で
」
に
改
め
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「平

成

」
を
削
る
。

　

第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号

本

庁

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

　

職
員
の
兼
職
及
び
補
職
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

職
員
の
兼
職
及
び
補
職
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
の
兼
職
及
び
補
職
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
十
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
臨
時
的
任
用
の
職
員
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
北
保
健
所
に
置
か
れ
る
所
長
の
項
中
「
の
う
ち
別
に
指
定
す
る
も
の
」
を
削
り
、
同
表



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

四

中
北
保
健
所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
職
（
所
長
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
中
北
保
健
福
祉

事
務
所
に
置
か
れ
る
職
と
同
一
の
も
の
の
項
中
「
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
表
中
北
保

健
所
峡
北
支
所
に
置
か
れ
る
支
所
長
の
項
及
び
中
北
保
健
所
峡
北
支
所
に
置
か
れ
る
職
（
支
所
長
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
峡
北
支
所
に
置
か
れ
る
職
と
同
一
の
も
の
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
四
号

本

庁

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	
山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
を
除
く
一
般
職
員
」
を
「
一
般
職
の
職
員
」
に
改
め

る
。

　

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
衛
生
管
理
医
）

第
七
条　

職
員
の
健
康
管
理
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事
項
を
行
わ
せ
る
た
め
、
衛
生
管
理
医
を
置
く
。

2
	　

衛
生
管
理
医
は
、
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
産
業
医
そ
の
他
医
師
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が

指
名
す
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

　

第
九
条
の
二
第
二
項
中
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
、
リ
ニ
ア
交
通
局
、
防
災

局
、
子
育
て
支
援
局
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
及
び
出
納
局
」
を
「
局
（
出
納
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」

に
、
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
、
リ
ニ
ア
交
通
局
、
防
災
局
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

局
」
を
「
職
員
が
五
十
人
未
満
の
局
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
を
削
り
、
第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条

を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
）

第�

十
八
条　

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
員
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
適
切
か
つ
有
効
に
取

り
扱
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
県
が
定
め
る
指
針
に
基
づ
き
、
当
該
情
報
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2
	　

職
員
の
安
全
又
は
衛
生
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。

　

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

五

別
記
様
式
（
第
1	3条

関
係
）

た
ん

別
紙
様
式
（
第
１
３
条
関
係
）

か
く
た
ん

た
ん

か
く
た
ん



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

六

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

出
先
機
関
庁
舎
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

出
先
機
関
庁
舎
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

出
先
機
関
庁
舎
等
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

福
祉
プ
ラ
ザ

障
害
者
相
談
所

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

女
性
相
談
所

　

別
表
六
の
項
を
削
り
、
同
表
中
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
一
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二	　

子
ど
も
の
こ
こ
ろ

サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ザ

中
央
児
童
相
談
所

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
六
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
二
十
四
の
項
を
二
十
五
の
項
と
し
、
二
十
三
の
項
を
二
十
四
の
項
と
し
、
二
十
二
の
項
を
削

り
、
二
十
一
の
項
を
二
十
三
の
項
と
し
、
六
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表

五
の
項
中
「
販
売
・
輸
出
支
援
室
」
を
「
販
売
・
輸
出
支
援
課
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
七
の
項
と

し
、
同
表
中
四
の
項
を
削
り
、
三
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

六　

森
林
整
備
課

市
町
村
が
行
う
森
林

経
営
管
理
事
業
に
対

す
る
支
援
に
関
す
る

業
務

甲
府
市
武
田
一
丁
目

　

別
表
中
二
の
項
を
四
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

三　

火
山
防
災
対
策
室

富
士
山
火
山
防
災
対

策
に
関
す
る
業
務

富
士
吉
田
市
上
吉
田
一
丁
目

　

別
表
中
一
の
項
を
二
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

一	　

国
際
戦
略
グ
ル
ー

プ

企
業
に
対
し
て
行
う

外
国
人
雇
用
に
関
す

る
相
談
業
務

甲
府
市
飯
田
一
丁
目

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

七

　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
七
条
中
「
総
合
政
策
部
秘
書
課
」
を
「
知
事
政
策
局
秘
書
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
る
。

「

　

別
表
第
一
の
1
の
表
中

政
策
企
画
課

秘
書
課

広
聴
広
報
課

地
域
創
生
・
人
口
対
策
課

外
国
人
材
受
入
支
援
課

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
課

県
民
生
活
・
男
女
参
画
課

「政
策
企

政
企

政
策
調

秘
秘
書
グ

広
聴

広
聴
広

地
創　
　
　

を

国
際
戦

外
受

オ
リ
ン

オ
パ
推

ス
ポ

ー

県
民
男
女

」

県
民
生

画
グ
ル

ープ
査
グ
ル

ープ
ル

ープ
報
グ
ル

ープ
略
グ
ル

ープ
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
課

ツ
振
興
課

活
総
務
課

政
企

政
調
秘　

　
　
　
　
　
　

「消
費
生
活
安
全
課

広
聴

　
　
　
　
　

に
、　

生
涯
学
習
文
化
課

国
際

　
　
　
　
　
　
　
　
世
界
遺
産
富
士
山
課

オ
パ
推

ス
振
県
民
総　

」

消
生
安

生
文　
　

を

世
富

　

」

「県
民
安
全
協
働
課

　
地
域
創
生
・
人
口
対
策
課

県
安
働

　
　
　
　

に
、「森

林
環
境
総
務
課　
　

地
創　

」

「森
林
環
境

｜森
環
総

」
を

環
境
・
エ

　
　
　
　
　

総
務
課

ネ
ル
ギ

ー課

　
　
　
　
　
　

「エ
ネ
ル
ギ

ー政
策
課

　
　
　
　
　
　
　
産
業
政
策
課

森
環
総　
　
　
　
商
業
振
興
金
融
課

　
　
　
　

に
、

環
エ
ネ

」

　
　
　
新
産
業
・
経
営
革
新
支
援
課

　
　
　
　
　
　
　
地
域
産
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
企
業
立
地
・
支
援
課

エ
政

産
政

　
　
　
　
　

「産
業
政
策
課

商
振
金

　
　
　
　

を　

成
長
産
業
推
進
課

新
経　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
産
業
振
興
課

地
産

立
地　

」

　
　
　
　
　

「観
光
文
化
政
策
課

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

「観
光
企
画
課　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
観
光
プ
ロ
モ

ーシ
ョ
ン
課

産
政

　
　
　
　
　
　
　
観
光
資
源
課

成
産

　
　

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
国
際
観
光
交
流
課

産
振

　

」

　
　
　
　
　
　
　
農
政
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
農
村
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
観
光
振
興
課

観
企

　
　
　
　
　
　
　
観
光
資
源
課　
　
　
　

観
プ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
世
界
遺
産
富
士
山
課　

観
資　
　
　
　
　

　
　
　
　

を　
　

文
化
振
興
・
文
化
財
課

国
交　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
農
政
総
務
課　
　
　
　

農
総　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
担
い
手
・
農
地
対
策
課

農
振　

」

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
販
売
・
輸
出
支
援
課　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
農
業
技
術
課

　
　

　
　
　
　
　
　
　　

　
　
　
　
　

観
文
政

観
振
観
資
世
富

　
　
　
　
　
　

「花
き
農
水
産
課　

文
化　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
農
業
技
術
課

農
総
担
農
販
輸
農
技　

」

花　
　
　

「食
糧
花
き
水
産
課

　
　
　

を

農
技

」　
　

農
村
振
興
課

食
花　
　
　

「販
売
・
輸
出

　
　
　

に
、

農
振

」　
　
　

担
い
手
・
農

支
援
室

地
対
策
室

販
輸

　
　

「資
産
活
用
室　
　
　
　

　
　
　

を

担
農

」　
　

火
山
防
災
対
策
室

資
活

　
　
　

に
改
め
る
。

火
防

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「県
民
生
活
セ
ン
タ

ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ

ー

　

別
表
第
一
の
2
の
表
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
合
理
工
学
研
究
機
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
山
科
学
研
究
所

　
　
　

県
セ

　
　
　
　
　

「パ
ス
ポ

ート
セ
ン
タ

ー

富
世
セ

　
　
　
　

を　

県
民
生
活
セ
ン
タ

ー

総
理
研

　
　
　

　
　
　
　
　
　

総
合
理
工
学
研
究
機
構　

富
研

　

」

　
パ
ス

　
　
　
　
　
　
　

「あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ

ー

　
あ
け
ぼ
の

　
県
セ　
　

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「あ

け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　育

精
福
祉
セ
ン
タ

ー　
　
　
　
　

育
精

　
　

」

　

総
理
研

」

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「こ
こ
ろ
の

タ
ー
｜あ

け
ぼ
の

」
に
、
「こ

こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ

ー　
　
　
｜こ

発
セ

」	

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
ど
も
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ

ー　
　
　
　

こ
発
セ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「森
林
総
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「森

林
総
合
研
究
所　

｜森
研

」
を

理
治
療
セ
ン
タ

ーう
ぐ
い
す
の
杜　

子
心
う

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
士
山
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ

ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

八

研
究
所　
　
森
研　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
術
館

　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「パ

ス
ポ

ート
セ
ン
タ

ー　
　

｜パ
ス

」
を

学
研
究
所　

富
研

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考
古
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
学
館

　
　
　
　
　
　
　

「東
部
家
畜
保
健
衛
生
所　
　
東
畜　
　
　

「総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ

ー　

総
農
セ

　
富
世
セ　
　
　
　
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所　
　
西
畜　
　
　
　
病
害
虫
防
除
所　
　
　
　
　
病
防

　

　
埋
文　
　
　
　
　
畜
産
酪
農
技
術
セ
ン
タ

ー　

畜
酪
セ　
　
　
果
樹
試
験
場　
　
　
　
　
　
果
試

　　

美　
　
　
　
　
　
水
産
技
術
セ
ン
タ

ー　
　
　

水
技　
　
　
　
専
門
学
校
農
業
大
学
校　
　
専
農
校

　
　
　
　
　

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
博　
　
　
　
　
　
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ

ー　

総
農
セ　
　
　
東
部
家
畜
保
健
衛
生
所　
　
東
畜

　

考
古　
　
　
　
　
病
害
虫
防
除
所　
　
　
　
　
病
防　
　
　
　
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所　
　
西
畜

　　

文
学　

」

　
　
　
果
樹
試
験
場　
　
　
　
　
　
果
試　
　
　
　
畜
産
酪
農
技
術
セ
ン
タ

ー　

畜
酪
セ

　
　
　
　
　
　
　
　

専
門
学
校
農
業
大
学
校　
　
専
農
校

」

　
　
水
産
技
術
セ
ン
タ

ー　
　
　

水
技

　　
　
　

「富
士
・
東
部
建
設
事
務
所　
　
　
　
富
東
建

　

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「富

士
・
東
部
建
設
事
務
所

　
　
　

｜富
　
　
　
　
中
部
横
断
自
動
車
道
推
進
事
務
所　

中
横
推

」

」

東
建

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
八
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
、
同
規
則
第
十
二

条
の
二
第
一
項
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
十
二
条
の
四
第
一
項
、
第
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第

十
二
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
室
長
」
の

下
に
「
、
同
規
則
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
策
参
事
等
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
副

所
長
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
副
所
長
、
同
条
第
九
項
に
規

定
す
る
副
所
長
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
」
を
「
事
務
局
長
、
同
条
第
八
項
及
び
第
十
項

に
規
定
す
る
副
所
長
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
副
所

長
、
同
条
第
十
四
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
に
規
定
す
る
副
館
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
税
務
出
納
員
印

　

第
二
条
第
一
号
中
「
税
務
出
納
員
印
」
を　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

企
業
出
納
員
印
」

　

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
総
合
政
策
部
専
用
」
を
「
知
事
政
策
局
専
用
」
に
、
「
総
合
政
策
部
政

策
企
画
課
の
課
長
」
を
「
知
事
政
策
局
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ
の
政
策
参
事
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
局
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
県
民
生
活
・
男
女
参
画
課
」
を
「
県
民
生
活
総
務
課
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
を
削
り
、
同
項

第
十
一
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
観
光
部
専
用
」
を
「
観
光
文
化
部
専
用
」
に
、

「
観
光
部
観
光
企
画
課
」
を
「
観
光
文
化
部
観
光
文
化
政
策
課
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と

し
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

同
項
第
二
十
一
号
中
「
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
、
富
士
山
科
学
研
究
所
及
び
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長
」
を
「
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
、
富
士
山
科
学
研
究
所
及
び
富

士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
副
所
長
並
び
に
美
術
館
、
博
物
館
、
考
古
博
物
館
及
び
文
学
館
の
副
館

長
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
三

号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

別
表
知
事
印
の
項
中
「
総
合
政
策
部
用
」
を
「
知
事
政
策
局
用
」
に
、
「
観
光
部
用
」
を
「
観
光
文

化
部
用
」
に
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
用
」
を
「
削
除
」
に
、
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進

局
用
」
を
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
用
」
に
、
「
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
用
」
を
「
削
除
」
に
、
「
峡
南
建

設
事
務
所
身
延
合
同
庁
舎
用
」
を
「
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
支
所
用
」
に
、
「
十
四　

東
京
事
務
所
用

　
　
　

「
十
四　

東
京
事
務
所
用

　

」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
知
事
職
務
代
理
者
印
の
項
中
「
中
北
保
健
福
祉

　
　
　
　

十
五　

障
害
者
相
談
所
用
」

事
務
所
用
」
を
「
削
除
」
に
、
「
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
合
同
庁
舎
用
」
を
「
峡
南
建
設
事
務
所
身
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
十
二　

中
央
児
童
相
談
所
用

支
所
用
」
に
、
「
十
二　

中
央
児
童
相
談
所
用
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
三　

障
害
者
相
談
所
用　

」

　
　
　
　
　

				

「　
　
　
　
　
　
　
　

「

課
長
印
の
項
中　

　
　

○　

印

○　

○　

長

○　
（　

（
県　

局　

室

を

部　

課　

印

○　

○　

等

○　

○　

長

県　

（　
（

　　
に
改
め
、
同
表
出
先
機
関
の
事
務
局
長



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

九

梨　

）　
）

山　

部　

課

梨　

局　

室

山　

）　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

					

」　
　
　
　
　
　
　
　

	

」

　

	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

「

　
　
　

	　

「

	

事　

セ　

副

○　

、　（

○　

所　

等

県　

）　

ー

梨　

所　

タ

山　

務　

ン

立　
　

副　

県　
　

館　

梨　
　

○　

山　
　

○　

印
の
項
中

事　

セ　

副　

○　

、　（

○　

所　

等

県　

）　

ー　

印

梨　

所　

タ　

長

山　

務　

ン　

所

第
三

二
十
一

ミ
リ
メ

ー
ト
ル

平
方

一
般
文
書
用

を
」

印長所

第
三

二
十
一

ミ
リ
メ

ー
ト
ル

平
方

一
般
文
書
用

に
改
め
、
同
表
税
務
出
納
員
印
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

印之長館

第
四

二
十
一

ミ
リ
メ

ー
ト
ル

平
方

一
般
文
書
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		

」　

加
え
る
。

企
業

出
納

員
印

県　
　

出　
　

印

梨　
　

業　
　

員

山　
　

企　
　

納

第
一

十
八
ミ

リ
メ
ー

ト
ル
平

方

下
水
道
室
出

納
事
務
用

　
　
　
　
　
　
（

県　

出　

印　

号

梨　

業　

員　

番

山　

企　

納　

）

第
二

十
八
ミ

リ
メ
ー

ト
ル
平

方

流
域
下
水
道

事
務
所
出
納

事
務
用

　　

別
表
県
印
の
項
中
「
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
用
」
を
「
削
除
」
に
、
「
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
合
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
十
二

庁
舎
用
」
を
「
峡
南
建
設
事
務
所
身
延
支
所
用
」
に
、
「
十
二　

中
央
児
童
相
談
所
用
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
三

中
央
児
童
相
談
所
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

障
害
者
相
談
所
用　

」　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
電
子
情
報
処
理
管
理
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
第
四
項
中
「
政
策
企
画
課
長
」
を
「
政
策
参
事
」
に
改
め
る
。



発
行
者　
　

山　

梨　

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
二
十
一
号　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

一
〇

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号

本　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関　
　

　

山
梨
県
統
計
デ
ー
タ
バ
ン
ク
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
統
計
デ
ー
タ
バ
ン
ク
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

山
梨
県
統
計
デ
ー
タ
バ
ン
ク
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

そ　

の　

他

山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号

　

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
議
会
議
長	

山　
　

田　
　

一　
　

功

　
　
　

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
、
守
衛
長
、
副
守
衛
長
、
守
衛
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号

　

山
梨
県
議
会
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
議
会
議
長	

山　
　

田　
　

一　
　

功

　
　
　

山
梨
県
議
会
事
務
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
議
会
事
務
局
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
を
除
く
。
以
下
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
「
う
え
で
退
室
届
（
第
十
三
号
様
式
）
を
守
衛
に
提
出
し
て
」
を
「
上
で
」
に
改
め

る
。

　

第
十
三
号
様
式
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一
〇


